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○

診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
九
条
関
係
）

【
令
和
三
年
十
月
一
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
放
射
線
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
電
磁
波
又
は
粒
子
線

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
放
射
線
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
電
磁
波
又
は
粒
子
線

を
い
う
。

を
い
う
。

一

ア
ル
フ
ァ
線
及
び
ベ
ー
タ
線

一

ア
ル
フ
ア
線
及
び
ベ
ー
タ
線

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

エ
ッ
ク
ス
線

四

エ
ツ
ク
ス
線

五

（
略
）

五

（
略
）

２

こ
の
法
律
で
「
診
療
放
射
線
技
師
」
と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
免
許
を
受

２

こ
の
法
律
で
「
診
療
放
射
線
技
師
」
と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
免
許
を
受

け
て
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
指
示
の
下
に
、
放
射
線
の
人
体
に
対
す
る
照

け
て
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
指
示
の
下
に
、
放
射
線
を
人
体
に
対
し
て
照

射
（
撮
影
を
含
み
、
照
射
機
器
を
人
体
内
に
挿
入
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。

射
（
撮
影
を
含
み
、
照
射
機
器
又
は
放
射
性
同
位
元
素
（
そ
の
化
合
物
及
び

以
下
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。

放
射
性
同
位
元
素
又
は
そ
の
化
合
物
の
含
有
物
を
含
む
。
）
を
人
体
内
に
そ

う
入
し
て
行
な
う
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者

を
い
う
。

（
画
像
診
断
装
置
を
用
い
た
検
査
等
の
業
務
）

（
画
像
診
断
装
置
を
用
い
た
検
査
等
の
業
務
）

第
二
十
四
条
の
二

診
療
放
射
線
技
師
は
、
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務

第
二
十
四
条
の
二

診
療
放
射
線
技
師
は
、
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務

の
ほ
か
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）

の
ほ
か
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）

第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
診
療
の
補

第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
診
療
の
補

助
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

助
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

磁
気
共
鳴
画
像
診
断
装
置
、
超
音
波
診
断
装
置
そ
の
他
の
画
像
に
よ
る

一

磁
気
共
鳴
画
像
診
断
装
置
そ
の
他
の
画
像
に
よ
る
診
断
を
行
う
た
め
の

診
断
を
行
う
た
め
の
装
置
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
用
い
た
検
査

装
置
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
用
い
た
検
査
（
医
師
又
は
歯
科
医

（
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
指
示
の
下
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ

師
の
指
示
の
下
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
。
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と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
業
務
上
の
制
限
）

（
業
務
上
の
制
限
）

第
二
十
六
条

診
療
放
射
線
技
師
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
具
体
的
な
指
示

第
二
十
六
条

診
療
放
射
線
技
師
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
具
体
的
な
指
示

を
受
け
な
け
れ
ば
、
放
射
線
の
人
体
に
対
す
る
照
射
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

を
受
け
な
け
れ
ば
、
放
射
線
を
人
体
に
対
し
て
照
射
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

診
療
放
射
線
技
師
は
、
病
院
又
は
診
療
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
そ
の
業

２

診
療
放
射
線
技
師
は
、
病
院
又
は
診
療
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
そ
の
業

務
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

務
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

な
い
。

一

医
師
又
は
歯
科
医
師
が
診
察
し
た
患
者
に
つ
い
て
、
そ
の
医
師
又
は
歯

一

医
師
又
は
歯
科
医
師
が
診
察
し
た
患
者
に
つ
い
て
、
そ
の
医
師
又
は
歯

科
医
師
の
指
示
を
受
け
、
出
張
し
て
百
万
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル
ギ

科
医
師
の
指
示
を
受
け
、
出
張
し
て
百
万
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
有
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
を
照
射
す
る
と
き
。

ー
を
有
す
る
エ
ツ
ク
ス
線
を
照
射
す
る
場
合

二

多
数
の
者
の
健
康
診
断
を
一
時
に
行
う
場
合
に
お
い
て
、
胸
部
エ
ッ
ク

二

多
数
の
者
の
健
康
診
断
を
一
時
に
行
う
場
合
に
お
い
て
、
胸
部
エ
ツ
ク

ス
線
検
査
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
断
層
撮
影
装
置
を
用
い
た
検
査
を
除
く
。
）

ス
線
検
査
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
断
層
撮
影
装
置
を
用
い
た
検
査
を
除
く
。
）

そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
検
査
の
た
め
百
万
電
子
ボ
ル
ト
未
満

そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
検
査
の
た
め
百
万
電
子
ボ
ル
ト
未
満

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
を
照
射
す
る
と
き
。

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
エ
ツ
ク
ス
線
を
照
射
す
る
と
き
。

三

多
数
の
者
の
健
康
診
断
を
一
時
に
行
う
場
合
に
お
い
て
、
医
師
又
は
歯

三

多
数
の
者
の
健
康
診
断
を
一
時
に
行
う
場
合
に
お
い
て
、
医
師
又
は
歯

科
医
師
の
立
会
い
の
下
に
百
万
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す

科
医
師
の
立
会
い
の
下
に
百
万
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す

る
エ
ッ
ク
ス
線
を
照
射
す
る
と
き
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

る
エ
ツ
ク
ス
線
を
照
射
す
る
と
き
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

四

医
師
又
は
歯
科
医
師
が
診
察
し
た
患
者
に
つ
い
て
、
そ
の
医
師
又
は
歯

（
新
設
）

科
医
師
の
指
示
を
受
け
、
出
張
し
て
超
音
波
診
断
装
置
そ
の
他
の
画
像
に

よ
る
診
断
を
行
う
た
め
の
装
置
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

を
用
い
た
検
査
を
行
う
と
き
。

（
照
射
録
）

（
照
射
録
）

第
二
十
八
条

診
療
放
射
線
技
師
は
、
放
射
線
の
人
体
に
対
す
る
照
射
を
し
た

第
二
十
八
条

診
療
放
射
線
技
師
は
、
放
射
線
を
人
体
に
対
し
て
照
射
し
た
と

と
き
は
、
遅
滞
な
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
照
射
録
を

き
は
、
遅
滞
な
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
照
射
録
を
作

作
成
し
、
そ
の
照
射
に
つ
い
て
指
示
を
し
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
署
名
を

成
し
、
そ
の
照
射
に
つ
い
て
指
示
を
し
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
署
名
を
受
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受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
十
条
関
係
）

【
令
和
三
年
十
月
一
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
試
験
の
目
的
）

（
試
験
の
目
的
）

第
十
一
条

試
験
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
検
査
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
（

第
十
一
条

試
験
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
検
査
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
（

同
条
に
規
定
す
る
検
査
の
た
め
の
血
液
を
採
取
す
る
行
為
で
政
令
で
定
め
る

同
条
に
規
定
す
る
検
査
の
た
め
の
血
液
を
採
取
す
る
行
為
で
政
令
で
定
め
る

も
の
（
以
下
「
採
血
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
に
規
定
す
る
検
査
の
た
め
の

も
の
（
以
下
「
採
血
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
に
規
定
す
る
検
査
の
た
め
の

検
体
（
血
液
を
除
く
。
）
を
採
取
す
る
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
第
二

検
体
（
血
液
を
除
く
。
）
を
採
取
す
る
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
第
二

十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
検
体
採
取
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な

十
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
検
体
採
取
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
知
識
及

知
識
及
び
技
能
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
行
う
。

び
技
能
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
行
う
。

（
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
と
の
関
係
）

（
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
と
の
関
係
）

第
二
十
条
の
二

臨
床
検
査
技
師
は
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十

第
二
十
条
の
二

臨
床
検
査
技
師
は
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
に

三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
診
療
の
補
助
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
（
第
一
号
、
第
二

か
か
わ
ら
ず
、
診
療
の
補
助
と
し
て
採
血
及
び
検
体
採
取
（
医
師
又
は
歯
科

号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
具
体

医
師
の
具
体
的
な
指
示
を
受
け
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
条
の

的
な
指
示
を
受
け
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
こ
と

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
生
理
学
的
検
査
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
こ
と
が

が
で
き
る
。

で
き
る
。

一

採
血
を
行
う
こ
と
。

（
新
設
）

二

検
体
採
取
を
行
う
こ
と
。

（
新
設
）

三

第
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
生
理
学
的
検
査
を
行
う
こ
と
。

（
新
設
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
関
連
す
る
行
為
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
も
の
を
行
う
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

臨
床
工
学
技
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
（
抄
）
（
第
十
一
条
関
係
）

【
令
和
三
年
十
月
一
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
業
務
）

（
業
務
）

第
三
十
七
条

臨
床
工
学
技
士
は
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三

第
三
十
七
条

臨
床
工
学
技
士
は
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
に
か

年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
診
療
の
補
助
と
し
て
生
命
維
持
管
理
装
置
の
操
作
及
び
生
命
維

か
わ
ら
ず
、
診
療
の
補
助
と
し
て
生
命
維
持
管
理
装
置
の
操
作
を
行
う
こ
と

持
管
理
装
置
を
用
い
た
治
療
に
お
い
て
当
該
治
療
に
関
連
す
る
医
療
用
の
装

を
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

置
（
生
命
維
持
管
理
装
置
を
除
く
。
）
の
操
作
（
当
該
医
療
用
の
装
置
の
先

端
部
の
身
体
へ
の
接
続
又
は
身
体
か
ら
の
除
去
を
含
む
。
）
と
し
て
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
医
師
の
具
体
的
な
指
示
を
受
け
て
行
う
も
の
に
限

る
。
）
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
十
二
条
関
係
）

【
令
和
三
年
十
月
一
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
救
急
救
命
処
置
」
と
は
、
そ
の
症
状
が
著
し
く
悪
化

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
救
急
救
命
処
置
」
と
は
、
そ
の
症
状
が
著
し
く
悪
化

す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
若
し
く
は
そ
の
生
命
が
危
険
な
状
態
に
あ
る
傷
病
者

す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
そ
の
生
命
が
危
険
な
状
態
に
あ
る
傷
病
者
（
以

（
以
下
こ
の
項
並
び
に
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
重
度

下
こ
の
項
及
び
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
重
度
傷
病
者
」
と
い
う
。

傷
病
者
」
と
い
う
。
）
が
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
搬
送
さ
れ
る
ま
で
の
間

）
が
病
院
又
は
診
療
所
に
搬
送
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
当
該
重
度
傷
病
者
に

又
は
重
度
傷
病
者
が
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
到
着
し
当
該
病
院
若
し
く
は

対
し
て
行
わ
れ
る
気
道
の
確
保
、
心
拍
の
回
復
そ
の
他
の
処
置
で
あ
っ
て
、

診
療
所
に
入
院
す
る
ま
で
の
間
（
当
該
重
度
傷
病
者
が
入
院
し
な
い
場
合
は

当
該
重
度
傷
病
者
の
症
状
の
著
し
い
悪
化
を
防
止
し
、
又
は
そ
の
生
命
の
危

、
病
院
又
は
診
療
所
に
到
着
し
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
滞
在
し
て
い
る
間

険
を
回
避
す
る
た
め
に
緊
急
に
必
要
な
も
の
を
い
う
。

。
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該
重
度
傷
病
者
に

対
し
て
行
わ
れ
る
気
道
の
確
保
、
心
拍
の
回
復
そ
の
他
の
処
置
で
あ
っ
て
、

当
該
重
度
傷
病
者
の
症
状
の
著
し
い
悪
化
を
防
止
し
、
又
は
そ
の
生
命
の
危

険
を
回
避
す
る
た
め
に
緊
急
に
必
要
な
も
の
を
い
う
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
定
行
為
等
の
制
限
）

（
特
定
行
為
等
の
制
限
）

第
四
十
四
条

（
略
）

第
四
十
四
条

（
略
）

２

救
急
救
命
士
は
、
救
急
用
自
動
車
そ
の
他
の
重
度
傷
病
者
を
搬
送
す
る
た

２

救
急
救
命
士
は
、
救
急
用
自
動
車
そ
の
他
の
重
度
傷
病
者
を
搬
送
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
第

め
の
も
の
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
第

五
十
三
条
第
二
号
に
お
い
て
「
救
急
用
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
場

五
十
三
条
第
二
号
に
お
い
て
「
救
急
用
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
場

所
に
お
い
て
そ
の
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
院
若
し
く
は

所
に
お
い
て
そ
の
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
院
又
は
診
療

診
療
所
へ
の
搬
送
の
た
め
重
度
傷
病
者
を
救
急
用
自
動
車
等
に
乗
せ
る
ま
で

所
へ
の
搬
送
の
た
め
重
度
傷
病
者
を
救
急
用
自
動
車
等
に
乗
せ
る
ま
で
の
間

の
間
又
は
重
度
傷
病
者
が
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
到
着
し
当
該
病
院
若
し

に
お
い
て
救
急
救
命
処
置
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
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く
は
診
療
所
に
入
院
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
救
急
救
命
処
置
を
行
う
こ
と

の
限
り
で
な
い
。

が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

３

病
院
又
は
診
療
所
に
勤
務
す
る
救
急
救
命
士
は
、
重
度
傷
病
者
が
当
該
病

（
新
設
）

院
又
は
診
療
所
に
到
着
し
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
す
る
ま
で
の
間
に

お
い
て
救
急
救
命
処
置
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
が
実

施
す
る
医
師
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
と
の
緊
密
な
連
携
の
促
進
に
関
す
る
事

項
そ
の
他
の
重
度
傷
病
者
が
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
到
着
し
当
該
病
院
又

は
診
療
所
に
入
院
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
救
急
救
命
士
が
救
急
救
命
処
置

を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
関
す

る
研
修
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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